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は
じ
め
に

出
雲
三み

刀と

屋や

家
文
書
（
以
下
、
本
文
書
群
）
は
、
出
雲
国
三
刀
屋
城
（
現
島
根
県
雲

南
市
三
刀
屋
町
）
主
の
三
刀
屋
氏
関
連
の
文
書
群
で
あ
る
。
本
文
書
群
は
現
在
大
阪
歴

史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

三
刀
屋
氏
関
連
文
書
と
し
て
、
既
に
「
三
刀
屋
文
書
」
一
二
一
点
が
知
ら
れ
て
い
る

が
、
本
文
書
群
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
な
い
、
新
出
史
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年

代
は
戦
国
～
近
世
初
期
に
わ
た
り
、
三
刀
屋
氏
や
出
雲
国
に
関
す
る
研
究
だ
け
で
な
く
、

戦
国
期
の
地
域
領
主
研
究
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
る
。

今
回
、
所
蔵
者
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
本
文
書
群
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
本
文
書
群
全
十
五
点
の
中
か
ら
、
戦
国
期
の
三
刀
屋
氏
の
中

で
、
そ
の
活
動
を
最
も
鮮
明
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
、
三
刀
屋
久ひ

さ

扶す
け

（
弾
正
忠
、
？
～

一
五
九
一
？
）
の
受
発
給
文
書
七
点
を
中
心
に
紹
介
す
る（

１
）。

一
、
三
刀
屋
氏
に
つ
い
て

三
刀
屋
氏
は
当
初
諏
訪
部
氏
を
称
し
た
清
和
源
氏
の
一
族
で
あ
り
、
信
濃
を
中
心
に

伊
豆
・
甲
斐
な
ど
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た
が
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
九
月
四
日
、

承
久
の
乱
で
功
績
の
あ
っ
た
諏
訪
部
助
長
が
「
出
雲
国
三
刀
屋
郷
地
頭
職
」
に
補
任
さ

れ
て
以
来
、
天
正
末
ま
で
の
三
七
〇
年
余
、
三
刀
屋
郷
を
本
拠
に
活
動
し
た
。

諏
訪
部
氏
は
一
四
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、姓
を
「
諏
訪
部
」
か
ら
本
拠
地
の
名
を
取
っ

て
「
三
刀
屋
」
と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
出
雲
国
の
有
力
国
衆
の
一
家
に
数
え
ら
れ
る

ほ
ど
の
勢
力
を
誇
っ
た
。
戦
国
期
に
入
り
、
大
内
・
尼
子
・
毛
利
氏
ら
戦
国
大
名
が
出

雲
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
を
繰
り
広
げ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三
刀
屋
氏
は
彼
ら
の
間

で
帰
属
を
変
え
、
最
終
的
に
は
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
ご
ろ
、
毛
利
氏
の
旗
下
に
属

し
生
き
延
び
た
。

し
か
し
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
ご
ろ
、
三
刀
屋
氏
は
三
刀
屋
の
地
か
ら
姿
を
消

す
。
通
説
で
は
当
時
の
当
主
久
扶
が
毛
利
輝
元
の
上
洛
に
同
行
し
た
際
、
徳
川
家
康
の

招
き
に
応
じ
た
た
め
、
輝
元
の
疑
心
を
買
い
改
易
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。「
八
箇
国
御
時

代
分
限
帳
」
に
「
三
刀
屋
四
郎
兵
衛
（
孝
扶
、
監
物
）」
が
「
長
門
阿
武
郡
」
に
領
地

を
も
つ
と
あ
り
、
三
刀
屋
氏
は
長
門
国
に
配
置
換
え
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

久
扶
の
子
孝
扶
は
慶
長
の
役
に
従
軍
し
武
功
を
挙
げ
た
と
い
う
が
、
江
戸
時
代
に
入

る
と
三
刀
屋
氏
は
毛
利
氏
の
下
を
離
れ
、
紀
伊
藩
士
と
な
る
よ
う
だ
。

こ
こ
で
、
今
回
中
心
に
取
り
上
げ
る
三
刀
屋
久
扶
の
活
動
に
つ
い
て
、
史
料
に
則
し

て
紹
介
す
る
。

出
雲
三
刀
屋
家
文
書
Ⅰ

谷
口

正
樹
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出雲三刀屋家文書Ⅰ

久
扶
の
「
三
刀
屋
文
書
」
に
お
け
る
初
見
は
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
で
あ
り
、

そ
こ
で
久
扶
（
幼
名
新
四
郎
）
は
、
父
頼
扶
の
跡
職
の
相
続
を
、
出
雲
国
の
戦
国
大
名

尼
子
晴
久
に
認
め
ら
れ
る
代
わ
り
に
、
軍
役
な
ど
を
近
年
の
通
り
に
務
め
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
て
い
る（

２
）。

ま
た
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
は
晴
久
の
子
義
久
よ
り
「
久
」

の
一
字
を
も
ら
う（

３
）な

ど
、
尼
子
氏
方
の
国
衆
と
し
て
の
活
動
が
窺
え
る
。

尼
子
氏
と
毛
利
氏
に
よ
る
出
雲
争
覇
戦
が
毛
利
氏
方
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
永
禄

五
年
六
月
二
十
八
日
、
毛
利
氏
は
久
扶
に
対
し
、
三
刀
屋
氏
の
所
領
に
つ
い
て
の
愁
訴

を
受
け
、
三
刀
屋
氏
の
知
行
を
認
め
る
文
書
を
送
っ
て
い
る（

４
）。

そ
の
文
書
内
に
「
猶

三
沢
方
可
被
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
刀
屋
氏
の
ほ
か
、
奥
出
雲
の
有
力
国
衆
で

あ
る
三み

沢ざ
わ

氏
も
、
永
禄
五
年
六
月
末
の
段
階
で
毛
利
氏
方
に
転
じ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
れ
以
降
、
久
扶
は
一
貫
し
て
毛
利
氏
方
と
し
て
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
久
扶
は
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）、
曼ま

ん

殊じ
ゅ

院い
ん

覚か
く

恕じ
ょ

の
天て

ん

台だ
い

座ざ

主す

就
任
に
伴
い

献
金
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
褒
美
に
毛も

う

氈せ
ん

鞍く
ら

覆お
お
いな

ど
の
免
許
を
受
け
て
い
る（

５
）。

そ

の
他
出
雲
国
久
木
の
勅
願
寺
再
興
に
関
わ
っ
て
お
り
、
天
正
年
間
の
久
扶
は
、
延
暦
寺

や
朝
廷
な
ど
中
央
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
三
刀
屋
文
書
」
に
お
け
る
久
扶
の
終
見
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
毛
利
輝

元
起
請
文（

６
）で

あ
り
、
輝
元
か
ら
久
扶
の
元
就
以
来
の
忠
節
を
忘
れ
な
い
旨
を
約
束

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
久
扶
は
吉
川
元
春
・
元
長
に
対
し
起
請
文
を
提
出
し
た
り
、

吉
川
氏
か
ら
の
出
陣
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
様
子
が
『
毛
利
家
文
書
』『
吉
川
家
文
書
』

で
確
認
で
き
る（

７
）。

複
数
回
に
わ
た
る
起
請
文
の
や
り
取
り
は
、
裏
を
返
せ
ば
毛
利

氏
へ
の
忠
誠
を
度
々
示
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
軍
事
行
動
の
拒
否
も

踏
ま
え
る
と
、
久
扶
は
毛
利
氏
・
吉
川
氏
麾
下
に
属
し
な
が
ら
、
一
定
度
の
自
立
性
・

遠
心
性
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

天
正
十
三
年
以
降
の
久
扶
の
活
動
を
記
し
た
史
料
は
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。

前
述
の
通
り
、
同
十
六
年
の
上
洛
が
契
機
で
毛
利
氏
の
不
興
を
買
い
、
三
刀
屋
の
地
か

ら
移
封
さ
れ
、そ
の
後
数
年
の
う
ち
に
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

二
、「
三
刀
屋
文
書
」
に
つ
い
て

前
述
の
「
三
刀
屋
文
書
」
一
二
一
点
は
、原
本
の
所
在
は
不
明
だ
が
、彰
考
館
編
『
諸

家
文
書
纂
』
に
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
写
が
あ
り
、
こ
れ
を
底
本
と
し
て
『
大
日

本
史
料
』
な
ど
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

奥
書
に
よ
る
と
、
紀
州
藩
士
三
刀
屋
伴
蔵
（
扶
明
）
が
所
蔵
し
て
い
た
文
書
類
を
、

水
戸
藩
が
『
大
日
本
史
』
編
纂
の
た
め
書
写
し
た
も
の
で
、
延
宝
七
年
十
月
十
日
に
写

了
し
た
も
の
と
い
い
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
か
ら
天
正
十
三
年
ま
で
の
文
書
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
三
刀
屋
文
書
」
と
本
文
書
群
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、「
三
刀
屋
文
書
」

巻
末
の
目
録
に
記
載
は
あ
り
な
が
ら
、
一
二
一
点
の
内
に
は
確
認
で
き
な
い
史
料
が
本

文
書
群
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、お
そ
ら
く
本
文
書
群
は
本
来
「
三
刀
屋
文
書
」

に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
水
戸
藩
に
よ
る
書
写
以
前
に
流
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
本
文
書
群
の
紹
介

本
文
書
群
は
、
史
料
一
五
点
を
一
巻
の
巻
子
（
図
１
。
長
さ
三
五
．
五
㎝
、
直
径

一
九
．
〇
㎝
、
軸
長
三
八
．
〇
㎝
、
軸
径
七
．
五
㎝
）
に
仕
立
て
、
最
後
に
奥
書
を
記

す
形
を
と
り
、
蓋
部
に
墨
書
で
「
古
書

一
巻
」
と
あ
る
木
箱
（
図
２
。
縦
四
〇
．
〇

㎝
×
横
八
．
〇
㎝
×
高
さ
八
．
五
㎝
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
史
料
年
代
は
戦
国
初
期

か
ら
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
で
あ
り
、
三
刀
屋
忠
扶
・
為
扶
・
誠
扶
・
久
扶
・
孝
扶

と
、
戦
国
～
織
豊
期
の
三
刀
屋
氏
当
主
関
連
の
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
全

体
像
に
つ
い
て
は
表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。



（61）

大阪歴史博物館 研究紀要 第19号（2021）

本
稿
で
は
そ
の
う
ち
、
三
刀
屋
久
扶
が
受
発
給
者
と
な
っ
て
い
る
史
料
七
点
を
紹
介

す
る
。
史
料
画
像
は
末
尾
を
確
認
さ
れ
た
い
。

史料番号 史料名 年月日 発給者 受給者 法量（タテ×ヨコ）
1 遠江守為意書状 3月5日 遠江守為意 三刀屋忠扶 16.0cm×43.5cm
2 三刀屋久扶書状案 25.0cm×62.5cm
2-1 三刀屋久扶書状案 12月26日 三刀屋久扶 妙音院
2-2 三刀屋久扶書状案 12月26日 三刀屋久扶 妙音院
2-3 三刀屋久扶書状案 12月26日 三刀屋久扶 廰幣
3 一色藤長書状 1月28日 一色藤長 三刀屋久扶 封紙 21.0cm×9.0cm 

本紙 16.0cm×44.0cm
4 三刀屋為扶宛行状 大永2年（1522）12月20日 三刀屋為扶 修理亮 24.5cm×35.0cm
5 以問？書状 3月25日 以問？ 三刀屋孝扶 封紙 17.0cm×6.5cm 

本紙 31.5cm×45.5cm
6 三刀屋誠扶書状 12月 三刀屋誠扶 野州様 封紙 21.0cm×8.0cm 

本紙 16.0cm×37.5cm
7 浄光院宗範書状 8月3日 浄光院宗範 三刀屋久扶 封紙 23.0cm×9.0cm 

本紙 18.5cm×41.0cm
8 三刀屋久扶書状案 10月25日 三刀屋久扶 廰幣 25.0cm×39.0cm
9 上里規貞書状 慶長4年（1599）8月6日 上里規貞 三刀屋孝扶 30.5cm×48.5cm
10 安藤直次・水野重央・

彦坂光正知行目録 元和6年（1620）8月26日
安藤直次 
水野重央 
彦坂光正

三刀屋孝扶 32.5cm×49.0cm

11 三刀屋為扶書状 5月15日 三刀屋為扶 三刀屋誠扶 24.0cm×45.5cm
12 三沢為清起請文 永禄5年（1562）7月3日 三沢為清 三刀屋久扶 26.0cm×37.0cm
13 安国寺恵瓊書状 2月4日 安国寺恵瓊 三刀屋新四郎 28.0cm×43.0cm
参考 奥書 17.5cm×28.0cm

図２ 木箱「古書 一巻」図１ 巻子

表１ 出雲三刀屋家文書一覧
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２

三
刀
屋
久
扶
書
状
案

２
―
１

三
刀
屋
久
扶
書
状
案

先
年
、
前
天
台
座
主
御
門
様
宣
命
之
儀
、
被
仰
下
、

依
存
其
旨
、
今
度
従
青

（

尊

朝

）

蓮
院
殿
御
門
跡
様
被
達

天
聴
、
以
先
例
筋
目
被
成
下
御
綸
旨
候
、
誠
私
ヘ
御

巻
数
并
御
書
謹
而
頂
戴
仕
候
、
当
家
之
所
望
、
累

代
之
美
目
不
可
過
之
候
、
殊
毛
利
・
小
早
川
・
吉
川
・
宍
戸

所
迄
、
御
門
主
様
被
成
御
書
候
、
忝
儀
更
不
能
言
上
候
、

是
併
貴
院
御
馳
走
之
故
候
、
此
等
之
趣
、
可
然
候
様
ニ

於
被
達
上
聞
者
、
尚
以
可
忝
存
候
、
恐
惶
謹
言

十
二
月
廿
六
日

久
扶

妙
音
院
御
房

２
―
２

三
刀
屋
久
扶
書
状
案

今
度
宣
命
之
儀
、
以
御
馳
走
見
米
相
調
、
大
慶
此

事
候
、
殊
毛
利
・
小
早
川
・
吉
川
・
宍
戸
所
迄
、
従
青
門
様

被
成
御
書
候
、
忝
義
難
申
尽
候
、
就
其
、
親
王
様

御
短
冊
、
并
被
対
貴
院
御
白
帋
被
副
下
候
、
又
中
院

殿
被
成
御
書
候
、
重
畳
家
々
面
目
不
可
過
之
候
、
此

度
御
礼
義
雖
可
申
上
候
、
自
是
追
而
可
得
御
意
候
条
、

此
等
之
趣
、
可
然
様
御
被
成
奉
頼
候
、
恐
惶
謹
言

十
二
月
廿
六
日

久
扶

妙
音
院
御
房
参
人
々
御
中

２
―
３

三
刀
屋
久
扶
書
状
案

今
度
従
御
門
跡
様
、
就
宣
命
之
義
、
御
状
令

拝
見
候
、
如
仰
御
綸
旨
頂
戴
之
事
、
偏
武
運

長
久
之
基
、
忝
存
候
、
就
其
、
進
上
物
之
事
、
銀
子

卅
□

（
貫
ヵ
）四

匁
致
進
献
之
候
、
妙
音
院
へ
致
通
約
之

首
尾
相
済
候
、
此
意
趣
可
然
様
、
可
令
達
上

聞
様
候
、
委
細
妙
音
院
可
為
御
演
説
候
、
恐
惶

謹
言十

二
月
廿
六
日

久
扶

廰
弊
法
眼
御
坊
参
貴
報

２
―
１
か
ら
３
は
一
紙
に
書
か
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
覚
恕
の
天
台
座
主
就
任
に
関

す
る
三
刀
屋
久
扶
の
発
給
文
書
の
写
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
久
扶
は
座
主

就
任
に
際
し
銀
子
の
進
上
な
ど
の
馳
走
を
行
い
、
褒
美
と
し
て
巻
子
な
ど
を
受
け
取
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
久
扶
が
、
青

し
ょ
う

蓮れ
ん

院い
ん

門
跡
尊そ

ん

朝ち
ょ
うが

「
毛
利
・

吉
川
・
小
早
川
・
宍
戸
所
」
ら
、
所
謂
毛
利
氏
一
門
に
「
御
書
」
を
送
っ
た
こ
と
に
対

し
、
謝
意
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

「
三
刀
屋
文
書
」
に
は
、
尊
朝
が
毛
利
輝
元
・
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
に
対
し
、

三
刀
屋
氏
の
馳
走
に
対
し
、
毛
氈
鞍
襲
な
ど
の
着
用
許
可
が
下
り
た
た
め
、
入
魂
を
頼

み
入
る
こ
と
、
詳
細
は
宍
戸
隆
家
に
伝
え
た
と
述
べ
た
史
料
が
あ
る（

８
）。

２
―
１
・
２

の
「
御
書
」
は
上
述
の
史
料
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
形
で
の
、
久
扶
の
馳
走
を
毛
利

氏
ら
に
伝
え
た
文
書
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

久
扶
の
天
台
座
主
に
対
す
る
貢
献
は
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
栄
典
を
獲
得
し
、
家
名

を
高
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
義
は
、
毛
利
氏
の
傘
下
に
あ
っ
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て
も
、
中
央
と
の
繋
が
り
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
自
立
性
を
得
る
こ
と
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

３

一
色
藤
長
書
状

（
封
紙
ウ
ハ
書
）

 「

一
色
式
部
少
輔

三
刀
屋
弾（

 
久
 
扶
 
）

正
忠
殿

藤
長

」

天
台
座
主
御
宣
命
之

儀
、
可
有
御
馳
走
之
由
、
示
預
候
、

則
令
披
露
候
、
為

禁
裏
被
成

宣
下
之
儀
候
、

御
冥
加
不
可
過
之
候
之
条
、

此
刻
急
度
可
有
御
調
之
由

為

上
意
被
仰
下
候
、
委
細

妙
音
院
可
為
御
演
伸
候
、

恐
々
謹
言
、

正
月
廿
八
日

藤
長
（
花
押
）

三
刀
屋
弾
正
忠
殿

発
給
者
の
一
色
藤
長
は
、
足
利
義
昭
側
近
の
一
人
で
、
大
名
・
幕
府
間
の
取
次
な
ど

に
従
事
し
た
。
天
台
座
主
の
宣
命
に
際
す
る
要
脚
の
収
集
や
、
元が

ん

三さ
ん

会え

な
ど
、
比
叡
山

関
係
の
案
件
の
大
名
へ
の
取
次
に
も
、
上
野
信
恵
と
と
も
に
関
わ
っ
て
い
る（

９
）。

本
史
料
は
、
藤
長
が
三
刀
屋
久
扶
に
対
し
、
天
台
座
主
の
就
任
に
際
す
る
馳
走
に
励

む
べ
き
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
禁
裏
の
宣
下
が
出
た
の
は
非
常
に
光
栄
で
あ
る
と
伝

え
て
い
る
。
ま
た
、
藤
長
の
使
者
と
し
て
妙
音
院
が
三
刀
屋
に
赴
い
て
い
る
。

信
恵
と
の
連
名
で
は
な
く
、
藤
長
単
独
で
の
発
給
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
正
二
年

（
一
五
七
四
）
正
月
以
降
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る（

10
）。

足
利
義
昭
政
権
の
変
遷
を
考

察
す
る
う
え
で
も
興
味
深
い
。

７

浄
光
院
宗
範
書
状

（
封
紙
ウ
ハ
書
）

 「

  

山
門

精
進
代
浄
光
院

三
刀
屋
弾
正
忠
殿
御
宿
所

法
印
宗
範

」

明
年

元
三
会
御
頭
役
之
儀
、

以

座
主
親
王
御
判
形
御
差
定
候
、

御
武
運
長
久
子
孫
繁
栄
之

基
、
不
可
過
之
候
、
荘
厳
方
急
度

於
被
仰
付
者
、
併
可
為

大
師

御
敬
信
随
一
候
、
猶
使
僧
申

含
候
、
恐
々
謹
言

八
月
三
日

法
印
宗
範
（
花
押
）

三
刀
屋
弾
正
忠
殿
御
宿
所

延
暦
寺
の
精
進
代
で
あ
る
浄
光
院
宗
範
か
ら
久
扶
に
対
し
、
元
三
会（

11
）の

頭
役
に

三
刀
屋
氏
が
選
ば
れ
た
た
め
、
そ
の
執
行
を
依
頼
す
る
書
状
で
あ
る
。
三
刀
屋
氏
が

元
三
会
関
連
の
文
書
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
「
三
刀
屋
文
書
」
の
奥
書
に
記
載
が
あ

る（
12
）が

、
本
史
料
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
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８ 

三
刀
屋
久
扶
書
状
案

重
畳
尊
札
拝
受
仕
候
、
抑
御
門
主
様

就
御
宣
命
之
儀
、
可
致
馳
走
旨
、
申
上
辻
之

事
、
此
度
御
出
僧
江
可
申
諸
義
候
処
、
不
慮
ニ
因

幡
伯
耆
境
目
依
錯
乱
、
毛
利
分
国
中

悉
相
催
出
陣
候
、
就
夫
各
相
□
事
義
罷

出
候
条
、
此
節
之
儀
勘
渡
不
申
候
而
、
心
外
ニ
奉

存
候
、
餘
程
斜
少
之
様
御
座
候
、
先
為
御
最
前

当
判
三
手
近
比
御
方
へ
渡
、
進
覧
之
間

何
篇
申
上
首
尾
之
所
、
聊
心
不
可
有
違

義
候
、
委
曲
之
趣
妙
音
院
へ
申
入
候
、
就
中

十
手
申
上
一
書
之
所義

、
被
備
上
覧
、
被
成

袖
御
判
由
、
被
沙
汰
候
、
誠
忝
次
第
候
、
被

御
取
成
候
外
、
無
代
候
、
万
々
妙
音
院
可
有
御
演

説
候
条
、
不
能
濃
筆
候
、
恐
惶
謹
言

十
月
廿
五
日

久
扶

 

廰
幣
法
眼
□
□
□

久
扶
か
ら
２
―
３
書
状
の
宛
先
で
あ
る
廰
弊
に
対
し
、
覚
恕
の
天
台
座
主
就
任
に
際

し
て
の
馳
走
を
約
束
し
て
い
た
が
、
思
い
が
け
ず
因
幡
国
と
伯
耆
国
の
境
目
が
混
乱
状

態
と
な
り
、
毛
利
氏
の
分
国
中
に
出
陣
要
請
が
あ
っ
た
た
め
、
十
分
な
馳
走
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
謝
罪
す
る
内
容
で
あ
る
。
本
史
料
も
天
台
座
主
就
任
関
連
の
も
の
で
あ

る
た
め
、
天
正
元
年
～
二
年
ご
ろ
の
史
料
と
推
測
さ
れ
る
。
当
時
の
毛
利
氏
領
国
の
状

況
を
窺
わ
せ
る
史
料
で
あ
る
。

12

三
沢
為
清
起
請
文

就
先
日
之
国
惣
劇
、
別
而
御
等
閑
有
間
敷

通
、
以
神
文
預
示
候
、
御
懇
意
候
段
、
本
望
至
候
、

然
上
者
、
於
何
事
茂
一
切
不
可
有
疎
意
候
、
為
其

従
是
も
以
神
文
申
入
候
、
若
於
有
偽
者
、
可
被
蒙

梵
天
帝
釈
、
四
大
天
王
、
惣
テ
日
本
国
中
大
小
神
祇
、

殊
杵
築
大
社
、
当
所
古
社
明
神
、
諏
訪
大
明
神
、

八
幡
大
𦬇
、
天
満
大
自
在
天
神
御
罰
者

也
、
仍
神
文
如
件

永
禄
五

七
月
三
日

三
沢
左
京
亮

為
清
（
花
押
）

三
刀
屋
弾
正
忠
殿

本
文
書
の
発
給
者
で
あ
る
三
沢
為
清
は
、
出
雲
国
三
沢
（
現
島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲

町
）
に
拠
点
を
置
く
、
三
刀
屋
氏
と
並
ぶ
国
内
の
有
力
国
衆
三
沢
氏
の
当
主
で
あ
る
。

三
沢
氏
も
三
刀
屋
氏
と
同
様
当
初
は
尼
子
氏
方
に
属
し
て
い
た
が
、
永
禄
五
年
頃
を
契

機
に
毛
利
氏
方
に
移
り
、
以
降
は
毛
利
氏
傘
下
と
し
て
活
動
す
る
一
族
で
あ
る
。

本
史
料
は
永
禄
五
年
七
月
三
日
付
で
あ
り
、「
国
之
惣
劇（

13
）」

に
際
し
、
三
沢
氏

と
の
関
係
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
こ
と
を
、
三
刀
屋
久
扶
は
起
請
文
を
も
っ
て
約
束
し

て
く
れ
た
。
そ
う
し
た
久
扶
の
「
御
懇
意
」
は
本
望
で
あ
り
、
そ
の
上
に
お
い
て
は
、

為
清
は
久
扶
を
粗
雑
に
扱
わ
な
い
こ
と
を
、
起
請
文
の
形
で
誓
約
す
る
史
料
で
あ
る
。

尼
子
氏
と
毛
利
氏
の
戦
争
下
に
お
い
て
、
三
刀
屋
氏
・
三
沢
氏
が
協
調
し
て
動
こ
う
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と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
永
禄
五
年
六
月
末
に
は
両
氏
と
も
尼
子
氏
か
ら
離
脱
し
、

毛
利
氏
の
傘
下
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
背
景
に
は
、
本
史
料
で
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
両
氏
間
で
の
緊
密
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
出
雲
国
が

大
名
権
力
間
の
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
中
、
国
衆
た
ち
の
間
で
そ
の
帰
属
が
問
題
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
陰
徳
太
平
記
』
な
ど
の
軍
記
物
や
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
確

認
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
国
衆
間
で
の
連
絡
が
取
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

（
参
考
）
奥
書三

刀
屋
弾
正
左
衛
門久

祐

右
、
出
雲
国
之
侍
ニ
テ
武
勇
有
之
、

毛
利
元
就
雲
州
発
向
之
節
、
毛
利
家
ヘ

随
順
、
度
々
手
柄
を
顕
し
、
其
後

吉
川
元
春
ニ
附
属
、
芸
州
山
県
郡

之
内
ニ
居
住

但
三
刀
屋
ハ
雲
州
之
在
名
ニ
而
、

毛
利
家
宍
戸
な
と
在
陣
之
所
也

三
刀
屋
蔵
人

右
、
同
姓
之
親
族
也
、
尼
子
ニ
随
順
、

元
就
後
之
雲
州
攻
之
節
、
同
国

勝
間
之
城
之
寄
手
ニ
而
討
死

本
文
書
群
の
巻
末
に
貼
り
付
が
れ
て
お
り
、
三
刀
屋
弾
正
左
衛
門
久
祐（

扶
）が

出
雲
国
の

侍
で
武
勇
の
誉
れ
高
く
、
毛
利
元
就
の
出
雲
攻
め
時
に
毛
利
氏
に
従
い
手
柄
を
挙
げ
た

こ
と
、
そ
の
後
は
吉
川
元
春
に
従
い
、
安
芸
国
山
県
郡
内
に
居
住
し
た
こ
と
に
加
え
、

久
扶
と
は
逆
に
尼
子
氏
に
従
い
、「
元
就
後
之
雲
州
攻（

14
）」

の
際
、
毛
利
氏
が
拠
る

出
雲
国
勝
間
城
（
現
島
根
県
松
江
市
鹿
島
町
名
分
）
の
攻
撃
に
尼
子
氏
方
と
し
て
参
加

し
、
討
死
し
た
と
い
う
三
刀
屋
蔵
人
の
事
績
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

今
回
紹
介
し
た
三
刀
屋
久
扶
の
史
料
か
ら
は
、
毛
利
―
尼
子
戦
争
下
に
お
け
る
帰
属

を
め
ぐ
る
三
沢
氏
と
の
協
調
や
、
毛
利
氏
の
傘
下
に
入
っ
て
以
降
も
、
中
央
と
の
関
係

を
結
び
、
そ
の
こ
と
を
主
家
で
あ
る
毛
利
氏
一
門
に
示
す
こ
と
で
、「
家
中
」
に
お
け

る
一
定
の
立
場
を
得
よ
う
と
し
た
久
扶
の
動
き
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
他
の
史
料
等

で
確
認
で
き
る
国
衆
た
ち
の
動
向
や
、
三
刀
屋
氏
の
持
つ
自
立
性
を
裏
付
け
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
加
え
、
大
名
間
抗
争
下
に
お
け
る
国
衆
の
動
向
や
、
大
名
傘
下
に
入
っ
た

後
の
彼
ら
の
あ
り
方
な
ど
、
他
地
域
の
国
衆
の
存
在
形
態
と
の
比
較
を
行
う
素
材
と
も

な
り
う
る
。
本
史
料
が
戦
国
期
出
雲
国
研
究
や
、
地
域
領
主
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

な
お
、
今
回
紹
介
で
き
な
か
っ
た
史
料
も
、
中
世
後
期
、
あ
る
い
は
豊
臣
期
か
ら
江

戸
初
期
に
か
け
て
の
三
刀
屋
氏
の
動
向
を
追
う
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
今
後
紹
介
し
た
い
。

最
後
に
、
本
文
書
群
の
紹
介
を
ご
快
諾
頂
い
た
ご
所
蔵
者
に
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
。
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注（
１
）
久
扶
の
生
没
年
は
『
尼
子
氏
関
連
武
将
事
典
』
に
よ
っ
た
。

（
２
）  「
三
刀
屋
文
書
」
一
〇
二
号
文
書
。
な
お
、「
三
刀
屋
文
書
」
の
通
し
番
号
は
、『
三
刀
屋

氏
と
そ
の
城
跡
』
に
よ
っ
た
。

（
３
）「
三
刀
屋
文
書
」
一
〇
三
号
文
書
。

（
４
）「
三
刀
屋
文
書
」
一
〇
五
号
文
書
。

（
５
）「
三
刀
屋
文
書
」
一
一
四
号
文
書
な
ど
。

（
６
）「
三
刀
屋
文
書
」
一
二
一
号
文
書
。

（
７
）  

天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
四
月
二
四
日
付
三
刀
屋
久
扶
起
請
文
（『
大
日
本
古
文
書

家

わ
け
九

吉
川
家
文
書
』
六
一
一
号
文
書
）、
七
月
十
七
日
付
吉
川
元
春
書
状
（『
大
日
本

古
文
書

家
わ
け
八

毛
利
家
文
書
』
七
九
六
号
文
書
）。

（
８
）  「
三
刀
屋
文
書
」
一
一
八
号
文
書
。
な
お
『
三
刀
屋
氏
と
そ
の
城
跡
』
は
一
一
八
号
文
書

を
天
正
二
年
に
比
定
す
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
本
史
料
も
天
正
二
年
に
比
定
で
き
よ
う
。

（
９
）  

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
ヵ
益
田
藤
兼
宛
上
野
信
恵
・
一
色
藤
長
連
署
書
状
（『
大
日
本

古
文
書

家
わ
け
二
二

益
田
家
文
書
』
二
九
八
号
文
書
）
な
ど
。

（
10
）  

上
野
信
恵
は
天
正
元
年
に
足
利
義
昭
よ
り
叱
責
を
受
け
、
奉
公
を
解
か
れ
て
お
り
（
木
下

昌
規
「
足
利
義
輝
・
義
昭
期
に
お
け
る
将
軍
御
供
衆
一
色
藤
長
」
戦
国
史
研
究
会
編
『
戦

国
期
政
治
史
論
集

西
国
編
』
二
〇
一
七
、
岩
田
書
院
所
収
）、
本
文
書
は
天
正
元
年
以

降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）  

延
暦
寺
第
十
八
代
座
主
良
源
（
元
三
大
師
）
を
本
尊
と
し
て
、
同
寺
横
川
の
四
季
講
堂
で

毎
年
正
月
三
日
に
行
う
法
華
講
会
。

（
12
）  「
三
刀
屋
文
書
」
奥
書
の
目
録
に
「
天
台
元
三
会
之
書
」
が
確
認
で
き
る
。

（
13
）  

毛
利
氏
・
尼
子
氏
間
の
戦
争
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
永
禄
五
年
段
階
の
戦
況
は
、
毛
利

氏
が
出
雲
国
に
勢
力
を
拡
大
し
、尼
子
氏
の
劣
勢
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

（
14
）  

尼
子
氏
が
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
滅
亡
し
た
後
、
同
十
二
年
に
山
中
幸
盛
ら
が
推
戴

し
た
尼
子
勝
久
に
よ
っ
て
「
再
興
」
さ
れ
た
尼
子
氏
と
の
戦
い
を
指
す
。

参
考
文
献

島  

根
県
広
瀬
町
観
光
協
会
・
妹
尾
豊
三
郎
編
著
『
尼
子
氏
関
連
武
将
事
典
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
出
版
、

二
〇
一
七

寺
井
毅
『
尼
子
氏
の
城
郭
と
合
戦
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
八

三
刀
屋
城
跡
調
査
委
員
会
編
『
三
刀
屋
氏
と
そ
の
城
跡
』
一
九
八
五

三
刀
屋
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
三
刀
屋
町
誌
』
一
九
八
二

「
三
刀
屋
文
書
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
一
三
巻
、一
九
九
二
、吉
川
弘
文
館
所
収
、山
口
隼
正
執
筆
）



（67）

大阪歴史博物館 研究紀要 第19号（2021）

２－１ 三刀屋久扶書状案（右）、２－２ 三刀屋久扶書状案

２－３ 三刀屋久扶書状案



（68）

出雲三刀屋家文書Ⅰ

３ 一色藤長書状

７ 宗範書状



（69）

大阪歴史博物館 研究紀要 第19号（2021）

３ 一色藤長書状 封紙、７ 宗範書状 封紙

８ 三刀屋久扶書状案



（70）

出雲三刀屋家文書Ⅰ

12 三沢為清起請文

（参考）奥書


